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町 民 活 動 災 害 補 償 制 度 の 導 入 を  

 

質 問 者  髙  水  永  雄  

 

 町 内 で 活 動 す る 各 種 団 体 や 組 織 は 、 自 発 的

に さ ま ざ ま な 活 動 を 長 年 継 続 し 、 大 き な 成 果

を 残 し て お り 、 元 気 で 活 力 が あ り 、 ま た 、 住

み よ い ま ち づ く り に 貢 献 し て い る 。 し か し 、

現 状 で は 指 導 者 や 代 表 者 な ど の 損 害 賠 償 責 任

は 自 己 負 担 が 実 態 で あ る 。 安 心 し て 指 導 や 活

動 に 専 念 で き 、 住 み よ い 協 働 社 会 構 築 等 の た

め に も 、 早 期 に 町 民 活 動 災 害 補 償 制 度 の 導 入

が 必 要 と 考 え る が 、 町 長 の 所 見 を 伺 う 。  




